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第３回 大洗町農業委員会総会議事録 

 

      令和４年３月２５日（金） 午後５時００分 

           令和４年３月２５日大洗町農業委員会がトヨペットスマイルホール大洗 

視聴覚室に招集されたので、会議を開いた。 

その次第は次のとおりである。 

       

 

議案第５号  農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農用地利用配分計画 

       の決定について（農地中間管理事業） 

 

議案第９号  農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農用地利用集積計画 

の決定について 

 

議案第１０号 農地法第４条の規定による許可について 

 

報告第４号  農地法第３条第１項第１３号の規定による農地等の権利移動届出に対する 

専決処理について 

 

報告第５号  農地法第５条の規定による許可について 

 

報告第６号  農地法第５条の規定による市街化区域内の農地転用届出に対する専決処理 

       について 

 

出席委員     １ 番 関  甚     ２ 番 佐 久 間 亨 

３ 番 佐間田 勝 子  ４ 番 藤 沼 洋 一 

５ 番  勝 村 勝 一  ６ 番 大 貫  静  

７ 番 大 貫 善 之  ８ 番 小 沼 正 男 

 

欠席委員    

 

      本日の会議の書記は次のとおりである。 

      有田和義、中﨑亮二、石井康之 

会長職務代理者は午後５時００分に議長席につき、定数に達したので会議を開

く旨を述べ、会議規則第１３条の２項により議事録署名人 ５番勝村委員、６

番大貫静委員、１番関委員の各委員を指名する。 

 

 

 



 

 

 

議  長  議事に入ります。議案第５号を上程いたします。事務局説明をお願いします。 

事 務 局  〔議案第５号を別紙をもとに説明〕 

議  長  本案につきまして、何かご意見はございますか。 

５  番  項３について、一部地権者の小作料が０円である理由は。 

事 務 局  地権者と耕作者との話し合いにより決定しました。 

４  番  農地中間管理事業を活用した貸借契約で小作料が０円なのは大丈夫なのか。 

事 務 局  このことについては、茨城県農林振興公社と事前調整をしております。 

議  長  その他に何かご意見はありますか。 

委  員  〔異議なしの声あり〕 

議  長  一同異議なしにより、本案は許可することといたします。 

 

議  長  続いて議案第９号を上程いたします。事務局説明をお願いします。 

事 務 局  〔議案第９号を別紙をもとに説明〕 

議  長  本案につきまして、何かご意見はございますか。 

委  員  〔異議なしの声あり〕 

議  長  一同異議なしにより、本案は許可することといたします。 

 

議  長  続いて議案第１０号を上程いたします。事務局説明をお願いします。 

事 務 局  〔議案第１０号を議案書をもとに説明〕 

議  長  本案は現地確認を行っていますので、１番委員より報告をお願いします。 

１  番  議案第１０号について報告します。去る３月２５日に農業委員２名、事務局 

２名で委任者が立会いのもと、現地確認を実施しました。申請地は町営二葉 

緑住宅付近で、現況は既に駐車場となっております。昭和４３年に魚干場と 

して活用するために転用許可を受けましたが、地目変更を行わず、駐車場と 

して活用して現在にまで至っております。駐車場として活用している期間が 

長く、現在使用している業者の周辺住民へ配慮もされていることから、許可 

相当であると見込まれます。皆様のご審議をお願いします。 

議  長  本案につきまして、何かご意見はございますか。 

５  番  申請者の桜井氏が経営している会社はどこか。 

事 務 局  那珂湊にあるカクダイ水産です。 

議  長  その他に何かご意見はありますか。 

委  員  〔異議なしの声あり〕 

議  長  一同異議なしにより、本案は許可することといたします。 

 

議  長  続いて報告第４号を上程いたします。事務局説明をお願いします。 

事 務 局  〔報告第４号を議案書をもとに説明〕 

議  長  本案につきまして、何かご意見はございますか。 

委  員  〔異議なしの声あり〕 

議  長  一同異議なしにより、本案は報告のとおりといたします。 

 



 

 

 

議  長  続いて報告第５号を上程いたします。事務局説明をお願いします。 

事 務 局  〔報告第５号を議案書をもとに説明〕 

議  長  本案につきまして、何かご意見はございますか。 

委  員  〔異議なしの声あり〕 

議  長  一同異議なしにより、本案は報告のとおりといたします。 

 

議  長  続いて報告第６号を上程いたします。事務局説明をお願いします。 

事 務 局  〔報告第６号を議案書をもとに説明〕 

議  長  本案につきまして、何かご意見はございますか。 

委  員  〔異議なしの声あり〕 

議  長  一同異議なしにより、本案は報告のとおりといたします。 

 

・その他 

１． 大洗町農業委員及び農地利用最適化推進委員の新体制について 

２． 那珂川沿岸農業水利事業について 

    

 

本日の会議は以上をもって閉会を宣す。 

      議長は、午後５時４０分議案を全て終了したので閉会を宣す。 

 

      

 

上記会議の次第を記載し、その相違なきを証するため署名捺印する。 

 

 

令和４年３月２５日 

 

  議    長 

 

     委    員 

 

     委    員 

 

     委    員 


